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税金の種類・納期について
 税務課 諸税管理係 ☎561-2308　市民税係 ☎561-2309　資産税係 ☎561-2310　FAX561-2479

市税の納付
 納税課 ☎561-2311　FAX561-2479税金

住みよい環境のもとで生活するために、市税の果たす役割は重要です
皆さんに納めていただく市税は、福祉、教育、土木など市のさまざまな「行政サービス」の向上を図るための財源として重
要な役割を果たしています。
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市民税 軽自動車税

固定資産税（都市計画税）

市が行政サービスを提供するために必要な費用を、市民
の皆さんに負担していただく税金です。
※ 65歳以上で介護保険料を年金から特別徴収されてい

る人は、公的年金にかかる住民税が年金から特別徴収
されます。

● 給与からの特別徴収　毎月
● 公的年金からの特別徴収　年金支給月

毎年4月1日現在の所有者に負担していただく税金です。

固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資
産の所在する市町村に納める税金です。
※ 家屋を取り壊したり、用途変更・被災した場合、また海

外に転出される場合は必ずご連絡ください。所有者が
死亡した場合や物件を売買された場合などは登記手続
きをお願いします。

納税義務者

納税義務者

1月1日現在、市内に住所を有し、前年中に一定額以上の
所得があった人

1月1日現在、市内に土地、家屋または償却資産を所有する人
（都市計画税は、市街化区域内に土地、家屋を所有する人）
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国民健康保険税
市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目
的とする税金です。
● 公的年金からの特別徴収　年金支給月
納税義務者

世帯を単位とし、世帯主が納税義務者になります

転出時の原付バイク（125cc以下の車両）
草津市から他の市区町村に転出し、定置場所が変わる場
合、ナンバーの変更手続きをお願いします。ナンバーの変
更手続き方法は2通りあります。
① 草津市役所で廃車手続きをし、その際お渡しする廃車

証明書を、転出先の市区町村に持参し、登録手続きを
行う。

② 転出先の市区町村へ、草津市ナンバーを持参し、草津
市ナンバーの廃車および新市区町村ナンバーの登録
手続きを行う。

　（ ただし、②については、市区町村で手続きの可否、手
続きの必要書類が異なりますので、事前にご確認くだ
さい。※新市区町村で手続きができなかった場合は、
草津市役所において郵送での廃車手続きができま
す。）

売買・譲渡
草津市ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車
名義変更の手続きが必要です。名義変更されないままで
すと前の所有者へ引き続き課税されますので、ご注意く
ださい。
①市内の人に譲る場合
　 譲り渡しをされる人の譲渡証明をご用意いただき、ナ

ンバーを持って、草津市役所で名義変更の手続きをし
てください。

②市外の人に譲る場合
　 草津市役所で廃車手続きをしていただき、廃車証明書

の譲渡証明欄に譲り渡しをされる人の住所、氏名を記
載・押印し、譲受される人にお渡しください。

　  草津市役所 税務課 諸税管理係
　　 草津市草津三丁目13-30　☎561-2308
処分
車自体を廃車しても、毎年4月1日時点で登録のある車は
課税になってしまいますので、必ず草津市ナンバーの車
は草津市役所で、滋賀ナンバーの車は軽自動車検査協会
や運輸支局※で名義変更や廃車の手続きをしてください。

※ 三・四輪の軽自動車については軽自動車検査協会、
125ccを超える二輪車については運輸支局での手続
きとなります。

　  軽自動車検査協会　滋賀事務所
　　 守山市木浜町2298-3　☎050-3816-1843
　  近畿運輸局　滋賀運輸支局
　　 守山市木浜町2298-5　☎050-5540-2064

税に関する証明が必要なとき
各種証明書の請求の際には、必ず窓口に来られる人の本
人確認できるものをお持ちください。
市税に関する証明書の一覧

項 目 問い合わせ先
県税について
（�法人県民税、不動産取得税、自
動車税など）

滋賀県南部県税事務所

☎ 567-5406

国税について
（所得税、相続税、贈与税など）

草津税務署

☎ 562-1315

証明書の種類 証明書の内容等 手数料 備 考
所得証明書 所得額の証明 350円 ー

課税（非課税）
証明書

所得額、所得控
除額、市県民税
額の証明

350円 ー

評価証明書 土地・家屋の評
価額の証明 350円 ー

公課証明書
土地・家屋の評
価額、課税標準
相当額、税額の
証明

350円 ー

名寄帳

土地・家屋およ
び償却資産の
評価額、課税標
準額、税額など
の証明

350円 ー

住宅用家屋
証明書

登録免許税の
軽減用 1,300円 ー

納税証明書 納税額の証明 350円 ー

納税証明書
（�軽自動車車検用）

車検用の納税
の証明 無料

納付書納付の人は
領収書横に証明書
が有ります。口座
納付の人は、毎年
6月に証明書をお
届けしています。

法人営業
証明書

法人の事業所の
所在地の証明 350円 ー

その他の
証明書

滞納なき証明、
標式交付証明
書の再発行など

350円 ー

国税・県税についてのお問い合わせは

※手数料は1通あたりの金額です。

1．市役所会計課
2．金融機関
滋賀銀行、関西アーバン銀行、草津市農業協同組合、京
都信用金庫、滋賀県信用組合、近畿労働金庫、みずほ銀
行、滋賀県民信用組合、京都中央信用金庫、京都銀行、三
菱UFJ銀行、滋賀中央信用金庫、福井銀行、全国のゆう
ちょ銀行・郵便局
3．コンビニエンスストア
※ 詳しくは、納付通知書の裏面をご覧ください。（コンビニ

などの名称は、合併などにより変更になる場合があり
ます）

納付場所

病気や失業など、特別な事情により納付が困難なときは、
納税課へお問い合わせください。滞納したままでいると、
法律の定めるところにより財産の差押えなどの処分を受
ける場合もありますので、必ずご相談ください。

納税は、「便利」「確実」「安心」な「口座振替」がおすすめ
です。
取扱金融機関
滋賀銀行、関西アーバン銀行、草津市農業協同組合、京
都信用金庫、滋賀県信用組合、近畿労働金庫、京都中央
信用金庫、京都銀行、三菱UFJ銀行、滋賀中央信用金庫、
福井銀行、ゆうちょ銀行
取扱可能税目
固定資産税・都市計画税、市・県民税（普通徴収）、国民
健康保険税（普通徴収）、軽自動車税
申込方法
市役所納税課窓口、取扱金融機関の市内支店にて「草
津市税等口座振替依頼書」に記入の上、お申込みくだ
さい。郵送での手続きも可能ですので納税課までお問
い合わせください。

一部の税目では、クレジットカード、PayB（スマートフォ
ンアプリ）での納付がご利用いただけます（平成31年1
月1日現在）。ご利用にあたって注意事項がありますの
で、詳しくは市ホームページまたは問い合わせ先にご
確認ください。

市税などを納付できないときは

口座振替納付

その他の納付方法

必要なもの
通帳、口座届出印
※税目確認には納税通知書があれば便利です
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国民健康保険税
 税務課

　  保険年金課
☎561-2308　FAX561-2479
☎561-2366　FAX561-2480

世帯の加入者の
所得に応じて計算

所　得　割

世帯の加入者の
人数に応じて加算

均　等　割

一世帯ごとに加算

平　等　割

保険税は、世帯主に課税されますが、次の3つを計算して
税額が決まります。

非自発的失業者軽減対象要件

保険税を滞納すると
有効期限の短い「短期被保険者証」や、医療費をいった
ん全額自己負担する「資格証明書」が交付されます。

保険税の決め方

1.所得による軽減
国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の合計所
得が一定額以下の場合は均等割・平等割を減額します。
世帯主と被保険者の前年の所得の申告が必要となります。

（所得のない人、非課税所得の人含む）
2.倒産や解雇などの離職したことによる軽減
会社の倒産や解雇など自らが望まないかたちで離職し
た人（非自発的失業者）で、雇用保険の失業給付を受け
る人に対する国民健康保険税の軽減制度があります。
この制度の適用を受けるには申請が必要です。

保険税の軽減について

対象者 退職時の年齢が65歳未満の雇用保険受給者

軽減対象
理由コード

倒産・解雇などによる
離職（特定受給資格者）

11、12、21、22、
31、32

雇い止めなどによる離
職（特定理由離職者） 23、33、34

軽減内容 国民健康保険税の算定の際、前年の給与所得
を100分の30とみなして算定

軽減対象期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属す
る年度の翌年度末までの期間

申請に
必要なもの

・ 雇用保険受給資格者証（ハローワークにて発行）
・保険証
・印鑑

保険・年金
国民健康保険  保険年金課　☎561-2366　FAX561-2480

職場の医療保険（健康保険組合、全国健康保険協会、共
済組合、国民健康保険組合、船員保険など）または後期高
齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている
人以外は、すべて国民健康保険に加入することになります

（国民皆保険制度）。

国民健康保険の加入者

こんなときは届出を

次のような場合は届出が必要です。届出は14日以内にお
願いします。
加入の届出が遅れると、国民健康保険税をさかのぼって
納めていただくことになります。脱退の届出が遅れると保
険税が課税されたままになります。

「こんなとき」具体例 必要なもの

国民健康保険に
加入するとき

他市区町村から転入したとき ・印鑑　※転入の手続きをしてください
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

職場の健康保険をやめたとき
（ 退職時・扶養資格喪失時・任意継続保

険脱退時）
・印鑑　・職場の健康保険をやめた証明書
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

子どもが生まれたとき ・印鑑　※出生の手続きをしてください
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

生活保護を受けなくなったとき ・印鑑　・保護廃止決定通知
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

国民健康保険を
脱退するとき

他市区町村へ転出するとき ・印鑑　・国民健康保険被保険者証 ※転出の手続きをしてください
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

職場の健康保険に加入したとき ・印鑑　・国民健康保険被保険者証
・加入した健康保険の保険者証　・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

生活保護を受けるようになったとき ・印鑑　・国民健康保険被保険者証　・保護開始決定通知書
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

死亡したとき
・印鑑　・国民健康保険被保険者証
・死亡を証明するもの ※死亡の手続きをしてください
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

その他

住所、氏名、世帯主が変わったとき ・印鑑　・国民健康保険被保険者証 ※変更の手続きをしてください
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき
・印鑑
・国民健康保険被保険者証 ※世帯分離・合併の手続きをしてください
・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

国民健康保険被保険者証を紛失したとき ・印鑑　・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

就学により別に住所を定めたとき ・印鑑　・国民健康保険被保険者証
・在学証明書など　・来庁者の本人確認ができるもの ㊟1

㊟1　来庁者の本人確認に必要なもの…アまたはイのどちらか一方
　　　ア 公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点（運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など）
　　　イ 公的機関発行の顔写真がない証明書を2点（健康保険証、年金手帳、介護保険証 など）
㊟2　本人が来られない場合、住民登録が同一世帯の人であれば、手続可能ですが、それ以外の人は委任状が必要です。

支払うべき税金 金　　額 納　　期 支払った日

給与から天引きされないタイプの税金は納めていますか？
遅れたりすると余計な手続きやお金がかかるのでご注意を！

円 月 日 月 日

円 月 日 月 日

円 月 日 月 日

円 月 日 月 日

円 月 日 月 日

忘れやすい税金の例→　・固定資産税　・国民健康保険税　・軽自動車税　・確定申告　・贈与税　・相続税　etc…

を しよう！
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